
 

  

 

１．対象者：保護者等が自動車やバイクの事故など、道路における交通事故で死亡したり、 

重い後遺障害のために働けず、経済的に修学が困難な生徒  

 ※ 応募者が生まれる前に保護者が後遺障害となった場合も含む 

         ※ 高校奨学生は全学年対象、大学等予約奨学生は高校３年生対象 

 

２．募集人数および奨学金の月額（無利子） 

    ※ この奨学金は、「無利子貸与+給付」型です。どちらかのみの選択はできません。 

    ※ 他の奨学金制度との併用可（高校育英貸与奨学金との併用は不可）。 

    ※ 貸付期間は、各学校の最短修業年限まで。 

    ※ その他、入学一時金や進学準備金の貸与制度もあります。 

 

３．返還について      

   貸与終了（卒業）後に６か月据え置いてから２０年以内の分割返還となっています。 

月賦、半年賦、年賦の方法を選択できます。また、上級の学校に在学中や病気などの場合 

は、返還を猶予する制度があります。 

 

４．申請のしめ切り（個人で申し込み） 

●高等学校奨学生： 令和７年１月３１日（金） 
●大学・短期大学・専修学校 予約奨学生 

・第１次予約募集 ８月３１日（土）   

・第２次予約募集 令和７年１月３１日（金）  

財団 HP： https://www.kotsuiji.com/howto/ 

＊希望者は、申請のしめ切り日に間に合うように、QR コードか HP から申し込みをして 

ください。 

 

 

奨学金の種類 月額 募集人数 

高等学校 ２万円・３万円・４万円から選択（うち１万円は給付） ４００人 

大学・短大（予約） ４万円・５万円・６万円から選択（うち２万円は給付） ３００人 

専修学校（予約） ４万円・５万円・６万円から選択（うち２万円は給付） 最大１５０人 
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１．対象者：交通事故が原因で、保護者（父または母など）が亡くなる、または後遺障害 

（身体障がい者手帳１級～４級の等級）を負った保護者をもつ児童生徒。 

また、以下の条件を満たすこと。       

    （１）保護者の年間所得が 400 万円未満であること 

    （２）生徒が留年や休学をしていないこと 

    （３）その他、給付規程による事項（詳細は、財団に問い合わせて下さい） 

 

２．給付金額（年額）： 96,000 円 （返済の必要なし）   

                ※ 委員会選考後、認定者には１０月頃、一括で指定口座へ振り込み 

   ◆ その他の給付金制度 

・見舞金（３万円）：交通事故から１年以内に交通遺児と認定された生徒対象 

・リーダー育成金：海外派遣として５０万円（最大）、国内派遣として６万円 

※ 他の奨学金（給付型・貸与型）との併用可 
 

３．出願に必要な書類  

（１） 奨学・育成金給付申請書（指定様式）  

（２） 戸籍謄本   （３） 所得証明書   （４） 在学証明書 

  （５） 交通事故証明書（自動車安全運転センターから取り寄せ） 

  （６） 死亡診断書または検案書（病院または本籍地所轄の法務局） 

       ※後遺障害者の場合…身体障がい者手帳の写し 

  （７） 振込先通帳の写し（保護者または本人名義） 

    ※ 書類はすべて原本で提出（難しい場合は財団事務局まで連絡してください） 

 

４．申込期間： ８月１５日（木） 必着 （財団へ直接提出）  
             ⇒ 進路室にも、募集要項等の資料はありますが、下記の QR コード、 

または HP アドレスから申請書等をダウンロードして下さい。 

※ 提出期限を経過し、かつ、連絡がない場合は申請の希望がないと判断します。 

 

５．提出先： 公益財団法人 沖縄県交通遺児育成会 

          〒９００-００２７  那覇市山下町１８-２６ 

（山下市街地住宅２階 B-211 号室） 

           TEL： 098-987-0743 

           HP： http://www.okiko-iku.com/ 
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